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大項目 中項目 NO.
自己
評価

評価
添付
書類

1-1 －

－ － －

◎ 業務実績が5年以上である。 2点

－ － －

◎ 直近３年の各事業年度における自己資本比率が10%以上を維持している。 2点

◎

直近３年の各事業年度における自己資本比率が零以上であり、次の⑴、⑵のいずれかに該当して
いる。
⑴直近３年の各事業年度のうちいずれかの事業年度における自己資本比率が 10%以上であるこ

と。
⑵前事業年度における損益計算書上の営業利益金額に当該損益計算書上の減価償却の額を加え

て得た額が零を超えること。

1点

－ － －

◎ 直近３年の各事業年度における経常利益金額等が零を超えている。 2点

◎ 直近３年の各事業年度における経常利益金額等の平均値が零を超えている。 1点

1-5 ◎ －

－ － －

◎ インターネット上で業務を所掌する組織及び人員配置図が明確になっている。 3点

－ － －

異常事態に対する対応マニュアルが整備されており、危機管理教育・防災訓練等を定期的に行っ
ている。

4点

事故発生に係わる対応方法や連絡体制が記載されているマニュアルが整備されている。 2点

4-1 －

4-2 －

4-3 －

4-4 －

4-5 －

－ － －

事務分掌表等で明確になっている。 2点

－ － －

◎
情報処理センターの電子マニフェストに利用登録をしており、当該許可の区分において電子マニ
フェストが利用可能である。

4点

－ － －

顧客からの苦情に対応した事務分掌になっており、対応マニュアルが整備されている。 2点

－ － －

記録している。 1点

－ － －

保管している。 1点

－ － －

職員管理がされている。 2点

－ － －

労働安全衛生の取組みを行っている。過去5年間労働基準監督署から行政処分を受けていない。 2点

－ － －

作成している。 2点

6-1 －

－ － －

資格を取得している者が複数おり、資格名称及び取得者数を公表している。 2点

資格を取得している者がおり、資格名称及び取得者数を公表している。また、資格者がいない場
合はその旨を公表している。

1点

－ － －

講習会の課程を修了した者が複数おり、講習会の名称及び修了者数を公表している。 2点

講習会の課程を修了した者がおり、講習会の名称及び修了者数を公表している。 1点

－ － －
業務マニュアルが整備され全従業員に対し定期的な研修・教育を行っている。
(コンプライアンスの研修等を含む。)

2点

業務マニュアルが整備されている。 1点

－ － －

加入している。 10点

－ － －

◎ 認証を取得している。 10点

－ － －

加入している。 5点

－ － －

認定を受けている。 5点

職員教育
６点

7-2

7-3

8-1

ISO14001又は、エコアクション21若しくは、これと相互認証された規格により認証されている。

6-4

7-1

廃棄物の受け入れからリサイクル・処理の一連の業務に関するマニュアルが整備されている。

環境
分野

３０点

事業年度における経常利益金額等が零を超えている。(どちらかを選択)

事業の継続性
６点

経営
マネジメント

３点

危機管理体制
４点

事務管理
１０点

環境
マネジメント

の構築
２５点

環境に対する
取組み
５点

職員管理
６点

環境汚染や災害発生に関する環境保険等に加入している。

育成センターの保証金制度に加入している。

いわて地球環境にやさしい事業所等の認定を受けている。

6-2

6-3

5-3

自己資本比率（自己資本比率＝純資産/（純資産＋負債））が一定水準以上を維持している。(どちらかを
選択)

事故などの緊急時の対応方法や連絡体制が記載されているマニュアルが整備されている。(どちらかを選
択)

社内組織体制が構築されている。

4-6

排出事業者と締結している委託契約書は、施行令及び施行規則の規定を満たした書面による契約である。

契約担当者及びマニフェスト管理責任者が事務分掌表等で明確になっている。

受託する廃棄物は、施行規則に定められた規定を満たしたマニフェストを使用している。

事業所ごとにマニフェストの交付、送付及び回付事務が適切に行われていることを確認できる帳簿等が整
備されている。

必要事項が全て記載されているマニフェストを５年間保管している。

産業廃棄物処理業の実施に関連のある税、社会保険料及び、労働保険料について未納のものがない。

3-1

事業所ごとに施行規則の規定を満たした帳簿が整備され、５年間保管している。

2-1

1-4

マネジメント機能

収集運搬（積替保管なし）、収集運搬（積替保管あり）、中間処理及び 終処分共通

＝必須項目 ＝評価項目・評価基準   ◎優良産廃処理業者認定制度対応項目

1-2

1-3

産業廃棄物の収集・運搬及び処分を行う許可業者で、岩手県内における業務実績が１年以上ある。

産業廃棄物の収集・運搬及び処分を行う許可業者で、岩手県内における業務実績が５年以上ある。

経済
分野

３５点

電子マニフェストに加入している。

許可申請書、許可証、諸届出、図面等の重要書類が保管されている。

各現場部門で作業日報を毎日記録している。

労働安全衛生の取組みを行っており、労働基準監督署から行政処分を受けていない。

職員カード等で勤務状況が管理されている。

環境保全技術に関する資格を従業員等が取得している。

4-7

顧客からの苦情等に対応し記録できる体制が整っている。

産業廃棄物関係講習会を従業員等に受講させている。

4-10

4-8

4-9

安全衛生規程を作成している。

業の許可取得に必要な有資格者及び講習修了者がいる。

5-1

5-2

1



大項目 中項目 NO.
自己
評価

評価
添付
書類

＝必須項目 ＝評価項目・評価基準   ◎優良産廃処理業者認定制度対応項目

－ － －

現場調査等の際に、速やかに開示できる体制である。 3点

－ － －

◎ インターネット上で会社情報を公表している。 4点

－ － －

◎ インターネット上で事業計画の概要及び産業廃棄物処理業の許可証の記載事項を公表している。 4点

－ － －

◎
インターネット上で直近3年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計
算書及び個別注記表を公表している。

4点

－ － －

◎
インターネット上で料金表又は料金の算定方式、廃棄物の種類や性状による個別の見積もりを公
表している。

4点

◎ インターネット上で個別見積もりする旨及び、見積もり料の有無を公表している。 1点

－ － －

体制が整っており、処理記録が残されている。 2点

－ － －

連絡会・説明会等を年１回以上行っている。 2点

－ － －

◎
インターネット上で事業場等の公開の有無を公表している。また、事業場公開している場合は頻
度も掲載している。

2点

－ － －

表彰を受けたことがある。 2点

12-1 －

－ － －

◎ 該当しない。 5点

－ － －

過去2年間受けていない。 3点

13-1 －

13-2 －

13-3 －

14-1 2点

14-2 2点

14-3 2点

14-4 2点

14-5 2点

地域住民からの苦情等に対応し、記録できる体制が整っている。

9-3

9-4

9-5

9-2

SDGｓ活動を広く発信している。（自社ホームページ等）
先進的取組み

１０点
（自由回答)
審査基準と別
枠で評価し加
点する。

その他

情報開示状況
１９点

地域住民
との共生
６点

表彰経歴
２点

過去の
違反履歴
８点

暴力団員を雇用していない。

過去に無労働災害、車輌安全運行、環境保全、リサイクルその他産業廃棄物業務に関する表彰を受けたこ
とがある。

特定不利益処分を受け、その不利益処分のあった日から2年を経過しない者に該当しない。

過去2年間に法、浄化槽法又は令第4条の6に規定する法令違反による行政庁の文書指導(報告聴取は含まな
い)を受けていない。

特定不利益処分を受け、その不利益処分のあった日から5年を経過しない者に該当しない。

その他

◎印：環境省「優良産廃処理業者認定制度」対応項目

CSR・環境報告書を作成し公表している。

評価表の評価項目の全ての点数を情報開示している。

地域・社会貢献。（災害時等の支援、福祉活動、清掃活動等）

3R（リデュース、リユース、リサイクル）を推進する研究開発による成果。

社会
分野

３５点

料金内容を公表している。

10-1

10-2

10-3

11-1

12-2

財務諸表を公表している。

許可の内容を公表している。

会社情報を公表している。

各種記録・資料が開示要求にすみやかに応じられるように資料が整備されている。

事業の実施に関し生活環境の保全上利害関係を有する者に対する事業場の公開の有無を公表している。

地域住民との定期的な連絡会・説明会等によってコミュニケーションが図られている。

12-3

9-1

虚偽の申請をしていない。

法人で暴力団員が事業活動を支配していない。
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大項目 中項目 No.
自己
評価

評価
添付
書類

1-1 －

1-2 －

1-3 －

1-4 車輌はすべて自社使用の車輌である。 1点

1-5 定期的に運搬車輌の点検（6ヶ月点検等）を実施し、記録が整備されている。 1点

1-6 各車輌とも日常点検が実施され、記録が整備されている。 1点

2-1 －

2-2
事故等による廃棄物の飛散、流出や火災等に対処するために車輌に必要なものが備えられてい
る。

1点

2-3 洗車場が確保され整備されている。又は、洗車できる構造、設備を有している。 1点

3-1 ※ －

3-2 車輌を５台以上保有している。 1点

3-3 定期的に安全運転研修を行っている。 1点

3-4 運転者ごとに事故歴、違反歴、運転免許証の有効期限等を把握している。 1点

3-5 運行管理表等で運行管理が確認できる。 1点

処理の
情報管理

２点
4-1 電子マニフェストの利用実績がある。 2点

5-1 ◎
インターネット上で車輌の型式、規模、能力（積載量等）、低公害車の導入状況等を公表してい
る。

3点

5-2 ◎
インターネット上で直近3年間の廃棄物の種類ごとの受入量及び運搬方法ごとの運搬量を公表して
いる。

3点

6-1 アイドリングストップ等、エコドライブの励行等の環境に対する取組みが実践されている。 1点

6-2 低燃費車（平成27年度燃費基準達成車）の導入割合が20％以上ある。 1点

6-3 低排出ガス車（平成17年規制以降の適合車）の導入割合が20％以上ある。 1点

7-1 －

7-2 －

8-1 ※ －

8-2 ※ －

9-1 ※ －

9-2 ※ －

9-3 ※ －

PCB 10-1 ※ －

合計

前年度実績等について毎年6月30日までに実績報告書を県に提出している。

特別管理
産業廃棄物

特別管理産業廃棄物とその他のものが混合するおそれのないように、区別して収集、運搬している。

収集運搬を行う者は、その収集運搬物に係る特別管理産業廃棄物の種類、取り扱う際に注意すべき事項
を文書に記載し、携帯している。
（特別管理産業廃棄物を収納した運搬容器にその事項が表示されている場合は、除く）

感染性
産業廃棄物

必ず運搬容器に収納して行っている。

運搬容器は密封可、収納容易、損傷しにくい構造である。

冷蔵すること等腐敗防止のために必要な措置を講じている。

廃油、PCB汚染物、PCB処理物は、容器に入れ密封すること等揮発防止の措置及び高温にさらされない必
要な措置を講じている。

※印は該当施設のみの評価項目

◎印：環境省「優良産廃処理業者認定制度」対応項目

施設・設備機能

収集運搬（積替保管なし）・収集運搬（積替保管あり）

＝必須項目 ＝評価項目・評価基準　◎優良産廃処理業者認定制度対応項目

収集
運搬

２０点

運搬車輌の
維持状況

３点

所有する車輌に、産業廃棄物を収集運搬している旨の表示、業者名、許可番号、積載量等を表示してい
る。

使用するすべての車輌は、県へ届出している。

使用車輌は、全て有効な車検期間内である。

運搬設備・
機材の管理

２点

運搬施設（車輌・機材・容器）は飛散・流出・悪臭の恐れがない。

運行管理等
４点

安全運転管理者が選任されている。(保有車輌5台以上）

情報公開
６点

環境に
対する
取組み
３点

遵法性
許可の範囲内で業務が行われている。
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R4.4.1 ( )
R2.4.1 

23 (100.0%) 20 (100.0%) 
17 3 ( 13.0%) 5 ( 25.0%) 
21 6 ( 26.1%) 6 ( 30.0%) 
22 5 ( 21.7%) 2 ( 10.0%) 
28 5 ( 21.7%) 0 ( 10.0%) 

3 17 
85%

R4.4.1 

(
)

R2.4.1 
23 (100.0%) 20(100.0%) 

27 16 (69.6%) 15 ( 75.0%) 
27  5% 4 (17.4%) 3 (15.0%) 
27  10% 2 ( 8.7%) 0 ( 0.0%) 

3 27 98
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大項目 中項目 NO.
自己
評価

評価
添付
書類

1-1 保管の場所から産業廃棄物が飛散、流出、地下浸透、悪臭が発生していない。 －

1-2
産業廃棄物の飛散・流出、地下浸透及び悪臭発生を防止するために必要な設備・構造等があ
り、維持管理計画が整備されている。

1点

1-3 保管の場所には、ねずみが生息し、蚊、はえその他の衛生害虫が発生していない。 －

1-4 著しい騒音、振動が発生し、周囲の生活環境を損なわない必要な措置を講じている。 －

1-5 騒音、振動を防止するための維持管理計画が整備されている。 1点

1-6 施設構内及びその周辺の整理・整頓・清潔の保持状況は適切である。 －

1-7 美観を保持するため維持管理計画が整備されている。 1点

2-1 施設の周囲に囲いが設けられている。また施錠できる門扉が設けられている。 －

2-2 破損や老朽化しておらず、十分に耐久性のある囲い及び門扉である。 2点

2-3 積替え保管場所であることを示す掲示板を設置している。 －

2-4 掲示板の老朽化、破損、汚れがなく、表示すべき事項が全て表示されている。 2点

3-1
産業廃棄物の保管量の上限を超えて保管していない。
【積替え保管施設】１日あたりの平均的な搬出量×７ －

現地
確認

3-2 保管量の上限を超えないように維持管理計画が整備されている。 2点

3-3 許可品目以外の廃棄物が保管されていない。 －

3-4 ※ 容器を使用せず屋外に保管する産業廃棄物は、高さの上限を超えていない。 －

3-5 ※ 安定型産業廃棄物以外の産業廃棄物は、屋内で保管している。 －

4-1
産業廃棄物を受け入れる際に、必要な分析又は計量を行っており分析・計量の記録が保管さ
れている。 －

現地
確認

4-2 トラックスケール等計量施設が施設内にあり、廃棄物の搬入・搬出が管理されている。 3点

4-3 受け入れた産業廃棄物を排出事業者ごとに管理している。 －

4-4 受け入れた産業廃棄物を排出事業者ごとに保管し管理できるマニュアルが整備されている。 2点

5-1 産業廃棄物が施設から流出する等の異常事態に対する対応マニュアルが備えられている。 －

5-2
異常事態に対する対応マニュアルが備えられており必要な流出防止機材・応急措置の機材が
ある。また危機管理教育・防災訓練等を定期的に行っている。

3点

情報公開
３点

6-1 ◎ インターネット上で保管施設ごとの能力（面積、保管上限等）の情報を公表している。 3点

7-1 ※ －

7-2 ※ －

7-3 ※ －

7-4 ※ －

特別管理産業廃棄物である廃酸又は廃アルカリは、容器に入れ密封する等、腐食防止に必要な措置
を講じている。

特別管理産業廃棄物である廃石綿等は、梱包する等飛散の防止に必要な措置を講じている。

腐敗するおそれのある特別管理産業廃棄物にあっては、容器に入れ密封すること等の腐敗防止に必
要な措置を講じている。

※印は該当施設のみの評価項目

◎印：環境省「優良産廃処理業者認定制度」対応項目

収集運搬（積替保管あり）

＝必須項目 ＝評価項目・評価基準　　◎優良産廃処理業者認定制度対応項目

積替
保管
２０点

施設の
環境保全
３点

施設・設備
の維持管理

４点

保管基準
２点

廃棄物の
受け入れ
態勢
５点

危機管理
３点

特別管理
産業廃棄物

特別管理産業廃棄物に他の物が混入するおそれのないように仕切りを設けている。

25



26



XX-XX-X
1,000 350 1

50
( 1.8 )

YY-YY-Y
500 200

27



大項目 中項目 NO.
自己
評価

評価
添付
書類

1-1 －

1-2
産業廃棄物の飛散・流出、地下浸透及び悪臭発生を防止するために必要な設備・構造
等があり、維持管理計画が整備されている。

1点

1-3 －

1-4 －

1-5 騒音、振動を防止するための維持管理計画が整備されている。 1点

1-6 －

1-7 美観を保持するため維持管理計画が整備されている。 1点

2-1 －

2-2 破損や老朽化しておらず、十分に耐久性のある囲い及び門扉である。 1点

2-3 －

2-4 掲示板の老朽化、破損、汚れがなく、全ての項目がはっきりと表示されている。 2点

2-5 敷地内に洗車場が確保され整備されている。 2点

3-1 －
現地
確認

3-2 保管量の上限を超えないように維持管理計画が整備されている。 4点

3-3 ※ －

4-1 －
現地
確認

4-2
トラックスケール等計量施設が施設内にあり、廃棄物の搬入・搬出が管理されてい
る。

3点

5-1 －
現地
確認

5-2
施設の維持管理に関する点検検査が法令に定められた頻度より多く行われ、目標値が
設定され、検証が行われている。

3点
現地
確認

6-1 －

6-2
異常事態に対する対応マニュアルが備えられており必要な流出防止機材・応急措置の
機材がある。また危機管理教育・防災訓練等を定期的に行っている。

3点

処理の情報管理
３点

7-1 電子マニフェストの利用実績がある。 3点

8-1 ◎ インターネット上で直近3年間の処理の実績を公表している。 4点

8-2 ◎
インターネット上で施設の種類、処理する廃棄物の種類、設置場所等の概要を公表し
ている。

4点

8-3 ◎
インターネット上で事業場ごとの処理工程図及び 終処分までの処理行程を３年間公
表している。

4点

8-4 ◎ インターネット上で処分後の産業廃棄物の持出先の開示の可否を公表している。 2点

8-5
※
◎

インターネット上で施設の維持管理の状況に関する情報の直近３年間分を公表してい
る。（廃棄物処理施設の設置許可を受けた者は必須項目）

2点

8-6
※
◎ －

環境に対する
取組み

9-1 －

10-1 －

10-2 －

10-3 ※ －

11-1 ※ －

11-2 ※ －

11-3 ※ －

11-4 ※ －

低公害型建設機械の導入割合が20％以上ある。

遵法性

許可品目以外の産業廃棄物の処理を行っていない。

前年度実績等について毎年6月30日までに実績報告書を県に提出している。

技術上の基準について定期的に検査を受けている。

特別管理
産業廃棄物

特別管理産業廃棄物に他の物が混入するおそれのないように仕切りを設けている。

特別管理産業廃棄物である廃酸又は廃アルカリは、容器に入れ密封する等、腐食防止に必要
な措置を講じている。

特別管理産業廃棄物である廃石綿等は、梱包する等飛散の防止に必要な措置を講じている。

腐敗するおそれのある特別管理産業廃棄物にあっては、容器に入れ密封すること等の腐敗防
止に必要な措置を講じている。

施設の点検
３点

施設の維持管理に関する点検、検査その他の措置の記録を作成し、３年間保存している。

危機管理
３点

産業廃棄物が施設から流出する等の異常事態に対する対応マニュアルが備えられている。

情報公開
１６点

インターネット上で熱回収の有無及び実績を直近３年間分公表している。
（焼却処分を行っている処分業者）

中間処理

 ＝必須項目  ＝評価項目・評価基準　◎優良産廃処理業者認定制度対応項目

中間
処理

４０点

施設の環境保全
３点

保管の場所から産業廃棄物が飛散、流出、地下浸透、悪臭が発生していない。

保管の場所には、ねずみが生息し、蚊、はえその他の衛生害虫が発生していない。

著しい騒音、振動が発生し、周囲の生活環境を損なっていない。

施設構内及びその周辺の整理・整頓・清潔の保持状況は適切である。

施設・設備の
維持管理

５点

施設の周囲に囲いが設けられている。また施錠できる門扉が設けられている。

表示すべき事項が記載されている掲示板を設置している。

保管基準
４点

産業廃棄物の保管量の上限を超えて保管していない。
【中間処理施設の場合】1日あたりの処理能力×14
【再生処理施設の場合】木くず・コンクリート：１日たりの処理能力×28

アスファルト・コンクリート：1日あたりの処理能力×70

屋外で容器を用いず保管する場合、高さの上限を超えていない。

廃棄物の
受け入れ態勢

３点

産業廃棄物を受け入れる際に、必要な分析又は計量を行っており分析・計量の記録が保管さ
れている。
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大項目 中項目 NO.
自己
評価

評価
添付
書類

 ＝必須項目  ＝評価項目・評価基準　◎優良産廃処理業者認定制度対応項目

※ －

※ －

※ －

※ －

※ －

※ －

※ －

※ －

※ －

※ －

※ －
汚泥の乾燥施設

（天日乾燥施設を除
く）

※ －

汚泥の
天日乾燥施設

※ －

※ －

※ －

※ －

※ －

※ －

廃プラスチック類、
木くず、がれき類の

破砕施設
※ －

※ 印は該当施設のみの評価項目 合計

◎ 印：環境省「優良産廃処理業者認定制度」対応項目

注　上記に掲げる施設以外の必須項目は、類似する施設の必須項目を例とする。

廃油の
油水分離施設

火災発生を防止するために必要な措置を講ずるとともに消火器その他の消火設備を備えてい
る。

廃油が地下に浸透しないように必要な措置を講じるとともに、流出防止提その他の設備を定
期的に点検し、異常を認めた場合には速やかに必要な措置を講じている。

廃酸、
廃アルカリの

中和施設

中和槽内の水素イオン濃度指数を測定し、廃酸又は廃アルカリ及び中和剤の供給量を適度に
調整し混合を十分に行っている。

PH計を定期的に洗浄し校正している。

廃酸又は廃アルカリが地下に浸透しないように必要な措置を講じている。

破砕によって生じる粉じんの周囲への飛散を防止するために必要な措置を講じている。

汚泥又は汚泥からの分離液が流出し、又は地下に浸透するおそれがあると認められる場合に
は、速やかにこれを防止するために必要な措置を講じている。

中間
処理

焼却施設

燃焼室への廃棄物の投入は、外気と遮断した状態で定量ずつ連続的に行っている。

燃焼ガスの温度を摂氏800度以上に保っている。

焼却灰の熱しゃく減量が10％以下になるように焼却している。

燃焼ガスの温度を連続的に測定・記録している。

排ガス中のダイオキシン類濃度が一定濃度以下となるように焼却している。

排ガス中のダイオキシン類濃度を年１回以上測定・記録している。

ばいじん、焼却灰は、飛散、流出しないように保管している。

ばいじん、焼却灰は、適正に処理されている。

火災防止に必要な措置を講じるとともに、消火設備を備えている。

汚泥の
脱水施設

脱水機の脱水機能の低下を防止するため、定期的なろ布又は脱水機の洗浄を行っている。

汚泥からの分離液が地下に浸透しないように必要な措置を講じている。

汚泥の性状に応じ、乾燥設備を乾燥に適した状態に保つように温度を調節している。
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大項目 中項目 NO.
自己
評価

評価
添付
書類

1-1 －

1-2
産業廃棄物の飛散・流出、地下浸透及び悪臭発生を防止するために必要な設備・構造等があ
り、維持管理計画が整備されている。

1点

1-3 －

1-4 騒音、振動を防止するための維持管理計画が整備されている。 1点

1-5 －

1-6 －

1-7 美観を保持するため維持管理計画が整備されている。 1点

2-1 －

2-2 埋立処分計画があり整地・覆土等に関するマニュアルが整備されている。 1点

2-3 －

2-4 破損や老朽化しておらず、十分に耐久性のある囲い及び門扉である。 1点

2-5 －

2-6 掲示板の老朽化、破損、汚れがなく、全ての項目がはっきりと表示されている。 1点

2-7 －

2-8 埋立処分済みの産業廃棄物の種類及び量等が記録により確認できる。 2点
現地
確認

2-9
埋立ての進行状況を把握できる場所を定め、その場所から処分場を３月に1回以上、定期的に
写真撮影し、保管している。

2点
現地
確認

2-10 敷地内に洗車場が確保され整備されている。 2点

3-1 －
現地
確認

3-2 トラックスケール等計量施設が施設内にあり、廃棄物の搬入・搬出が管理されている。 3点

4-1 －
現地
確認

4-2
施設の維持管理に関する点検検査が法令に定められた頻度より多く行われ、目標値が設定さ
れ、検証が行われている。

3点
現地
確認

5-1 －

5-2
異常事態に対する対応マニュアルが備えられており必要な流出防止機材・応急措置の機材が
ある。また危機管理教育・防災訓練等を定期的に行っている。

3点
現地
確認

処理の
情報管理

３点
6-1 電子マニフェストの利用実績がある。 3点

7-1 ◎ インターネット上で直近3年間の処理の実績を公表している。 4点

7-2 ◎
インターネット上で施設の種類、処理する廃棄物の種類、設置場所等の概要を公表してい
る。

4点

7-3 ◎ インターネット上で事業場の処理工程図を公表している。 4点

7-4 ◎ インターネット上で直近３年間の施設の維持管理の状況に関する情報を公表している。 4点

環境に
対する
取組み

8-1 －

9-1 －

9-2 －

9-3 －

9-4 ◎ －

遵法性

許可品目以外の埋立処分を行っていない。

前年度実績等について毎年6月30日までに実績報告書を県に提出している。

毎年4月1日現在の残余容量を把握し6月30日までに県に報告している。

維持管理積立金の納付額に未納がない。

産業廃棄物が施設から流出する等の異常事態に対する対応マニュアルが備えられている。

情報公開
１６点

低公害型建設機械の導入割合が20％以上ある。

施設の
点検
３点

廃棄物処理施設等の維持管理に関する点検、検査その他の措置の記録を作成し、３年間保存してい
る。

終処分

＝必須項目 ＝評価項目・評価基準   ◎優良産廃処理業者認定制度対応項目

終
処分

４０点

施設の
環境保全

３点

産業廃棄物が飛散、流出、地下浸透、悪臭が発生していない。

著しい騒音、振動が発生し、周囲の生活環境を損なっていない。

ねずみが生息し、蚊、はえその他の衛生害虫が発生していない。

施設構内及びその周辺の整理・整頓・清潔の保持状況は適切である。

施設・
設備の

維持管理
９点

埋立処分は計画的に行うとともに、搬入された廃棄物について当日に締め固め、整地、覆土等の措
置を講じている。

施設の周囲に囲いが設けられている。また施錠できる門扉が設けられている。

表示すべき事項が記載されている掲示板を設置している。

現場事務所がある。

廃棄物の
受け入れ

態勢
３点

産業廃棄物を受け入れる際に、必要な分析又は計量を行っており分析・計量の記録が保管されてい
る。

危機管理
３点
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大項目 中項目 NO.
自己
評価

評価
添付
書類

＝必須項目 ＝評価項目・評価基準   ◎優良産廃処理業者認定制度対応項目

10-1 ※ －

10-2 ※ －

10-3 ※ －

10-4 ※ －

11-1 ※ －

11-2 ※ －

11-3 ※ －

11-4 ※ －

◎ 印：環境省「優良産廃処理業者認定制度」対応項目 合計

※ 印は該当施設のみの評価項目

終
処分

安定型
処分場

埋め立てる廃棄物の性状に応じ廃棄物が飛散し又は、流出しないように適切に中間覆土を行ってい
る。

展開検査は、強雨又は強雨時を避けて実施するほか、展開検査結果は、検査の都度記録し、これを3
年間保管している。

展開検査は、 終処分場内の埋立地以外の場所又は、埋立地内部であって、埋立処分及び覆土が終
了している場所で行うこととし、廃棄物から液状物が地下に浸透しないよう必要な措置を講じてい
る。

廃棄物から液状物の流出等に備え、回収マット、土のう等を備え、検査により安定型廃棄物以外の
ものが認められた場合は、回収し適正に処理している。

管理型
処分場

遮水工が定期的に検査されている。

ガス抜き管が定期的に検査されている。

条例規則別表第6に定める項目について、周縁の地下水の水質検査を1月に1回以上、定期的に実施し
ている。

中間覆土の施工が支障なく行うことができるよう、常に必要な土砂量を確保している。
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